
次世代育成支援対策地域協議会

都道府県、市町村、事業主、労働者、

社会福祉・教育関係者等が組織

次世代育成支援対策推進センター

事業主団体等による情報提供、相談等の実施

施策・取組への協力等 策定支援等 

○ 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進 

○ 地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ、10年間の集中的・計画的な取組を推進

行動計画策定指針 
○ 国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。
（例） 地方公共団体行動計画：保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業等に関する事項（量）を定めるに際して参考とすべき標準を記載

一般事業主行動計画：計画に盛り込む内容として、育児休業や短時間勤務に関する取組、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得に
関する取組を記載

地方公共団体行動計画の策定

①市町村行動計画

②都道府県行動計画 

→ 地域住民の意見の反映、労使の参画、計
画の内容・実施状況の公表、定期的な評価・
見直し 等

事業主行動計画の策定・届出
①一般事業主行動計画（企業等）
・大企業（３０１人以上）：義務
・中小企業（１０１人以上）：義務（23年４月～）
・中小企業（１００人以下）：努力義務

一定の基準を満たした企業を認定

②特定事業主行動計画（国・地方公共団体等）

次世代育成支援対策推進法の概要
（平成１７年４月から平成２７年３月までの１０年間の時限立法）

指針の
内容を追加

計画の策定・
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次世代育成支援対策推進法の見直しについて
＜現行の仕組み＞ ＜労働政策審議会雇用均等分科会報告を受けた見直しのイメージ＞

行動計画策定指針の内容に即して、行動計画を策定
■基本的な視点 
① 仕事と生活の調和の視点 ④ 企業の実情を踏まえた取組の視点 
② 仕事と子育ての両立の視点 ⑤ 社会全体による支援の視点 等 
③ 企業全体での取組等の視点

■一般事業主行動計画の内容に関する事項 
○ 仕事と家庭の両立支援のための雇用環境の整備 
○ 働き方の見直しに資する労働条件の整備 等

一般事業主行動計画の策定・届出義務

行動計画策定指針の内容に、新たに ①～ ②の内容を盛り込む 
① 非正規雇用の労働者が取組の対象であることを明記する 
② 働き方の見直しに資する取組を進めることが重要である旨を盛り込む

＜働き方の見直しに資する取組＞
・男性の育児休業取得促進の取組
・所定外労働の削減の取組
・年次有給休暇の取得促進の取組 等

現行の認定基準について以下の見直しを行う 
① 男性の育児休業取得に係る基準について中小企業の特例を拡充する 
② 女性の育児休業取得に係る基準の見直しについて検討する 
③ 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置に係る基準について
見直す

新たに設ける認定基準について、以下の①～④について現行の認定基準
（見直しを行ったもの）よりも高い基準を設ける又は現行の認定基準にな
いものを追加 
① 男性の育児休業取得に係る基準について、高い基準を設ける 
② 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について、一定の条
件の下で数値目標を定めて実施し、達成することとする 
③ 女性の継続就業に係る基準を新設する【追加】 
④ 育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組に係る基準を新設する【追加】

現行の一般事業主行動計画の策定・届出義務の枠組みを維持しつつ、高
い水準の取組を行っている企業（新たに設ける認定を受ける企業）につい
て、一般事業主計画の策定・届出に代えて、両立支援の取組の実績を公
表する枠組みを追加

一般事業主行動計画

厚生労働大臣による認定・表示付与 
① 適切な行動計画を策定したこと 
② 計画期間が２年以上５年以下であること 
③ 行動計画に定めた目標を達成したこと 
④ 適切に公表及び労働者への周知をしたこと 
⑤ 男性の育児休業取得者が１人以上いること 
⑥ 女性の育児休業取得率が７０％以上であること 
⑦ ３歳から小学校入学するまでの子をもつ労働者を対象とする育児休業
等の措置を講じていること 
⑧ 所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等の措置を講じていること 
⑨ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

子育てをサポート
している企業の証
（くるみんマーク）

認定制度（認定基準） 
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計画の策定・届出に代えた実績公表の枠組みの追加

現行の認定制度の充実

新たな認定制度の創設 

※ 次世代法の効果的推進方策として、認定制度の認知度を高めるとともに、
経済的インセンティブとしての優遇措置の積極的な検討などを行う。

平成１７年４月１日から平成２７年３月３１日までの１０年間の時限立法 平成２７年４月１日から平成３７年３月３１日まで１０年間延長

法律の有効期限 法律の延長

行動計画策定指針 指針の内容を追加


